
電子入札案件工事（委託業務）内容補足説明書

件  名 影原水源地ほか計装設備工事                         

［補足説明事項］

  入札、指名通知書等について不明な点があれば、上記の契約担当に電話等で照会してください。

  設計内容等の質問につきましては、入札書受付開始日の２日前（土曜日、日曜日及び休日を除

く。）までに上記、契約担当にて書面により受け付けます。

  次の項目については、該当する場合は ✓ 印で表示してありますので、確認してください。

☑ この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた

工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等を

するための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があ

ることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札

すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に

発注者と協議を行うこと。

☐ この工事等の履行に当たっては、個人情報保護に関する法律に規定する個人情報を取り

扱うこととなるので、契約締結に当たっては取扱責任者を定め、契約の履行においては法

を遵守すること。

［その他］

１．本工事は、建築工事(営繕)及び設備工事における週休２日試行工事実施要領(令和６

年１０月１１日施行)に基づく受注者希望方式の週休 2 日試行工事であり、週休 2 日を達

成した場合は設計変更を行います。

  なお、建築工事(営繕 )及び設備工事における週休２日試行工事実施要領 (令和６年１

０月１１日施行)は、別添１のとおりです。

２．本工事は、令和８年度までの債務負担工事であり、令和７年度の出来高を 0 で設定して

いる。このことから前払金の支払いは令和８年度以降となる。

３．本工事は、概算数量発注方式の試行工事である。閲覧用設計書の「概算数量」内で計上

している種目、形状寸法、数量等は設計金額を算定するためのものであり、実際に使用す

る種目、形状寸法、数量等ではない。

４．概算数量発注方式の試行工事において、変更精算設計は発注者が定めた積算基準に基づ

き行う。

５．概算数量発注方式の試行工事において、変更精算設計に採用する単価は、発注者が決定

した単価に基づき精算する。

６．概算数量発注方式の試行工事において、変更精算設計に採用する歩掛は、下水道用設計

標準歩掛表を標準として、発注者が決定した歩掛に基づき精算する。

区  分   契 約 担 当

担当部署   鹿児島市水道局 管財契約課 契約係

連 絡 先   ０９９－２１３－８５１１

担当者名   貴 島


